
黒磯病院

２０２０年４月１日から保証に関する民法のルールが大きく変わります。
極度額（上限額）の定めのない個人の根保証契約について

入院誓約書の極度額（上限額）３０万円の設定について

　２０２０年４月１日より民法改正が施行されることに伴い、当院では２０２０年４月１日以降に入院をされ
る患者様につきましては、入院誓約書の連帯保証人の極度額（上限額）を３０万円と設定させていただ
くことになりましたのでお知らせいたします。
なお、法務省からの保証に関する民法改正案内のパンフレットより一部抜粋したものを以下のとおり載
せておりますのでご参照ください。


